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≪留意事項≫ 
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１ 補正予算の要旨 

 今回の補正予算は、国民健康保険事業特別会計において、償還金に不足が生じたことから所要の措置を講じるものです。 

 

 

 

２ 補正予算の規模                              （単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※水道事業会計及び生活排水処理事業会計は、収益的支出と資本的支出の合計を計上しています。 

※補正がない会計（補正総額がゼロを除く）は、「－」で表記しています。  

会計名称 
予算現計 

Ａ 

補正額 

Ｂ 

補正後累計 

Ｃ 

増減率  

Ｂ/Ａ 

一般会計 8,910,109 ― 8,910,109 ― 

特別 

会計 

国民健康保険事業特別会計 1,150,304 2,018 1,152,322 0.2 

介護保険事業特別会計 1,766,524 ― 1,766,524 ― 

後期高齢者医療事業特別会計 359,963 ― 359,963 ― 

小計 3,276,791 2,018 3,278,809 0.1 

企業 

会計 

水道事業会計 955,006 ― 955,006 ― 

生活排水処理事業会計 439,473 ― 439,473 ― 

小計 1,394,479 ― 1,394,479 ― 

合計 13,581,379 2,018 13,583,397 0.0 
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３ 会計別の主な内容 

 国民健康保険事業特別会計                                                  

■歳入 

（１）繰入金                      ２，０１８千円 

    財源調整として国民健康保険財政調整基金繰入金 2,018千円を増額補正します。 

 

 

■歳出 

（１）諸支出金【項：償還金及び還付加算金】       ２，０１８千円 

    普通交付金及び特別交付金の精算に伴う三重県への返還金としてその他償還金 2,018千円を増額補正します。 
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